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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体を収納する複数の媒体収納カセットと、
　各該媒体収納カセットへ収納する媒体を搬送して、搬送した媒体を各該媒体収納カセッ
トへ振分けると共に、各媒体収納カセットから繰り出される媒体を搬送する搬送路と、
　各該媒体収納カセット側と前記搬送路側に設けられ、各該媒体収納カセットへ収納する
媒体及び各媒体収納カセットから繰り出される媒体の受渡を行う媒体受渡部と、
　前記各媒体収納カセットを装填するカセット装填フレームを備えた媒体処理装置におい
て、
　前記カセット装填フレームは、引き出し方向に直交する方向の一方の側とその反対側に
設けられた側面板と、各媒体収納カセット収納位置を仕切るように設けられた複数の下部
仕切板とを備え、
　前記引き出し方向に直交する方向の一方の側に設けられた側面板は、前記各媒体収納カ
セットより低く、前記反対側に設けられた側面板より低いことを特徴とする媒体処理装置
。
【請求項２】
　請求項１記載の媒体処理装置において、
　前記各下部仕切板を、前記引き出し方向に直交する方向の一方の側が低くかつその反対
側が高い形状にすることでガイド部を形成したことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項３】
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　媒体を収納する複数の媒体収納カセットと、
　各該媒体収納カセットへ収納する媒体を搬送して、搬送した媒体を各該媒体収納カセッ
トへ振分けると共に、各媒体収納カセットから繰り出される媒体を搬送する搬送路と、
　各該媒体収納カセット側と前記搬送路側に設けられ、各該媒体収納カセットへ収納する
媒体及び各媒体収納カセットから繰り出される媒体の受渡を行う媒体受渡部と、
　前記各媒体収納カセットを装填するカセット装填フレームを備えた媒体処理装置におい
て、
　前記カセット装填フレームは、少なくとも１つの側面板と、この側面板に各カセット収
納位置を仕切るように設けられた複数の下部仕切板を備えた構造とし、
　前記下部仕切板の高さ寸法は、前記各媒体収納カセットの高さ寸法より短くし、
　前記各下部仕切板を、前記引き出し方向に直交する方向の一方の側が低くかつその反対
側が高い形状にすることでガイド部を形成したことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３記載の媒体処理装置において、
　前記ガイド部が、前記各下部仕切板の上部に連続して形成されていることを特徴とする
媒体処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の媒体処理装置において、
　搬送路フレームに前記下部仕切板に対応するように上部仕切板を設けたことを特徴とす
る媒体処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の媒体処理装置において、
　前記カセット装填フレームは、前記引き出し方向に直交する方向の一方の側と反対側の
側面板と、この側面板に各カセット収納位置を仕切るように設けられた複数の下部仕切板
、底板を設けたことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項７】
　媒体を収納する複数の媒体収納カセットと、
　各該媒体収納カセットへ収納する媒体を搬送して、搬送した媒体を各該媒体収納カセッ
トへ振分けると共に、各媒体収納カセットから繰り出される媒体を搬送する搬送路と、
　各該媒体収納カセット側と前記搬送路側に設けられ、各該媒体収納カセットへ収納する
媒体及び各媒体収納カセットから繰り出される媒体の受渡を行う媒体受渡部と、
　前記各媒体収納カセットを装填するカセット装填フレームを備えた媒体処理装置におい
て、
　前記カセット装填フレームは、引き出し方向に直交する方向の一方の側とその反対側に
設けられた側面板と、各媒体収納カセット収納位置を仕切るように設けられた複数の下部
仕切板とを備え、
　前記引き出し方向に直交する方向の一方の側に設けられた側面板は、前記各媒体収納カ
セットより低く、前記反対側に設けられた側面板より低く、
　前記搬送路を搬送路フレーム内に配置して、この搬送路フレームを前記カセット装填フ
レームに開閉可能に取り付けることにより、該搬送路フレームを前記カセット装填フレー
ムと共に引出し可能な構造とし、
　かつ、前記各媒体収納カセットと搬送路フレームのそれぞれの対向面に互いに嵌合して
前記各媒体収納カセット側の媒体受渡部と前記搬送路側の媒体受渡部の位置決めを行う位
置決め手段を設けたことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の媒体処理装置において、
　前記各媒体収納カセットと前記搬送路フレームに電気接点を設け、前記搬送路フレーム
を閉じたとき互いの電気接点が接続するようにしたことを特徴とする媒体処理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の媒体処理装置において、
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　前記各媒体収納カセットと前記カセット装填フレームに電気接点を設け、前記各媒体収
納カセットを前記カセット装填フレームに装填したとき互いの電気接点が接続するように
したことを特徴とする媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣入出金機等の媒体処理装置に関するもので、特に紙幣等の媒体を収納す
る着脱可能な媒体収納カセットを備えた媒体処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の媒体処理装置として、例えば、特許文献１に示される装置がある。
【０００３】
　図１４はこの特許文献１に示される従来装置の内部構造を示す側面図、図１５は紙幣収
納カセットを装置から引出した状態を示す側面図である。
【０００４】
　図１４、図１５に示したようにこの装置は上部に接客部３１、鑑別部３２、一時保留部
３３、搬送路３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄ、３４ｅ、振分け手段を有する搬送路（振
分け搬送路）３を備えており、下部には複数の紙幣収納カセット（媒体収納カセット）５
～８及び媒体収納カセット（集積庫一体型）９が装置手前側から奥側に向かって１列に並
ぶように装填されている。
【０００５】
　ここで搬送路３４ａ、３４ｂ、３４ｃは接客部３１から鑑別部３２、一時保留部３３を
経て接客部３１に戻るループ状の経路を成すように設けられ、搬送路３は紙幣収納カセッ
ト５～８及び媒体収納カセット９の列に沿って直線状に設けられていて、更に鑑別部３２
の手前側の位置と奥側の位置で搬送路３４ｄは搬送路３４ａと搬送路３とを、搬送路３４
ｅは搬送路３４ｂと搬送路３とを結ぶように設けられている。
【０００６】
　この構成において紙幣（媒体）の入金処理と出金処理が以下のように行われる。まず入
金処理の場合、顧客により接客部３１に投入された紙幣は１枚ずつ分離されて搬送路３４
ａにより鑑別部３２に搬送され、この鑑別部３２で金種等の鑑別と計数及び搬送異常等の
検知が行われる。その結果入金可能な紙幣は搬送路３４ｂにより一時保留部３３に搬送さ
れて一時保留され、金種不明や異常等が検知されたが入金不可の紙幣は搬送路３４ｂ、３
４ｃにより接客部３１に搬送されて顧客に返却される。
【０００７】
　そして投入された紙幣がすべて鑑別されると、その鑑別された紙幣の金額が図示しない
表示部に表示され、その金額を顧客が確認して取引を承認すると、一時保留部３３に一時
保留されていた紙幣が１枚ずつ繰出されて搬送路３４ｂにより鑑別部３２に逆送され、鑑
別部３２で再び金種鑑別が行われる。鑑別後の紙幣は搬送路３４ａから搬送路３４ｄを経
て搬送路３に送り込まれ、鑑別金種に応じて搬送路３の振分け手段により振分けられて紙
幣収納カセット５～８に金種別に収納される。
【０００８】
　出金処理では、顧客により図示しない操作部で入力された金種、金額に応じて紙幣収納
カセット５～８の少なくとも１つから紙幣が繰出され、繰出された紙幣は搬送路３、搬送
路３４ｄ、搬送路３４ａにより鑑別部３２に搬送される。そして鑑別部３２で金種等の鑑
別と計数が行われた後、紙幣は搬送路３４ｂ、３４ｃにより接客部３１に搬送されて集積
され、そして顧客により入力された金種、金額の紙幣が接客部３１に集積されると、接客
部３１のシャッタが開いて顧客に払出される。
【０００９】
　紙幣収納カセット５～８に対する紙幣の補充、回収は媒体収納カセット９を使用して行
われるがその説明は省略する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－０９８８３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述した従来の装置では、以下の問題がある。
【００１２】
　すなわち、従来の装置では、上面側を開口面とした箱型のカセット装填フレーム３５が
設けられていて、このカセット装填フレーム３５内に複数の紙幣収納カセット（媒体収納
カセット）５～８及び媒体収納カセット９が装填されている。また、装置内部において上
部と下部が搬送路３と各カセット５～９の間の紙幣受渡部（媒体受渡部）で分割されてい
て、カセット５～９は上面側を開口面とした箱型のカセット装填フレーム３５と共に図１
５に示したように装置の前方側に引出せるようになっており、更に各カセット５～９は上
方に持ち上げることによりカセット装填フレーム３５から取出せるようになっている。
【００１３】
　一方、各カセット５～９はカセット装填フレーム３５と共に装置内部に装着したときに
、それぞれの紙幣受渡部を搬送路３側の紙幣受渡部に一致させる必要があり、そのためカ
セット装填フレーム３５は高さｈをできるだけ高くとって、その上端部側で図示しない位
置決め手段により各カセット５～９の位置決めを行うようにし、これにより各カセット５
～９の振れを抑える構造としている。
【００１４】
　このように従来の装置においては、カセット装填フレームは高さを大きくとっているた
めに、各カセット５～９をカセット装填フレーム３５から取出すには、重量の大きい各カ
セット５～９を上方に高く持ち上げる必要があり、操作性が非常に悪く、各カセット５～
９を取出す際に落下の危険を伴うという問題があった。
【００１５】
　そこで、カセット装填フレーム３５の高さｈを低くして、各カセット５～９を取出し易
くすると、各カセット５～９の位置決めをカセット装填フレーム３５の上部で行っている
ことから、位置決め手段と各カセット５～９に設けられている紙幣受渡部の距離が大きく
なり、その結果各カセット５～９の振れが生じて、カセット装填フレーム３５と共に各カ
セット５～９を装置内に装着したときに、搬送路３の紙幣受渡部と各カセット５～９の紙
幣受渡部との間にずれを生じ、それにより紙幣ジャム（媒体ジャム）が発生することにな
る。
【００１６】
　本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　そのため、本発明は、媒体を収納する複数の媒体収納カセットと、各該媒体収納カセッ
トへ収納する媒体を搬送して、搬送した媒体を各該媒体収納カセットへ振分けると共に、
各媒体収納カセットから繰り出される媒体を搬送する搬送路と、各該媒体収納カセット側
と前記搬送路側に設けられ、各該媒体収納カセットへ収納する媒体及び各媒体収納カセッ
トから繰り出される媒体の受渡を行う媒体受渡部と、前記各媒体収納カセットを装填する
カセット装填フレームを備えた媒体処理装置において、前記カセット装填フレームは、引
き出し方向に直交する方向の一方の側とその反対側に設けられた側面板と、各媒体収納カ
セット収納位置を仕切るように設けられた複数の下部仕切板とを備え、前記引き出し方向
に直交する方向の一方の側に設けられた側面板は、前記各媒体収納カセットより低く、前
記反対側に設けられた側面板より低いことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１８】
　このようにした本発明は、カセット装填フレームは、引き出し方向に直交する方向の一
方の側とその反対側に設けられた側面板と、各媒体収納カセット収納位置を仕切るように
設けられた複数の下部仕切板とを備え、引き出し方向に直交する方向の一方の側に設けら
れた側面板は、各媒体収納カセットより低く、反対側に設けられた側面板より低くしたた
め、重量のある媒体収納カセットでもカセット装填フレームに対する媒体収納カセットの
装填、取り出しの操作性がよくなり、かつ搬送路側の紙幣受渡部と媒体収納カセット側の
紙幣受渡部を精度よく位置決めすることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】カセットを装置から引出した状態を示す実施例の側面図
【図２】第１の実施例で搬送路フレームを開いたカセット装填フレームの斜視図
【図３】第１の実施例で搬送路フレームを閉じたカセット装填フレームの斜視図
【図４】第１の実施例で搬送路フレーム開いた紙幣収納カセットの要部斜視図
【図５】第１の実施例で搬送路フレームを閉じたときの要部背面図
【図６】図５のＸ－Ｘ船断面図
【図７】第１の実施例の作用を示す斜視図
【図８】第２の実施例で搬送路フレームを開いたカセット装填フレームの斜視図
【図９】第３の実施例で搬送路フレームを開いたカセット装填フレームの斜視図
【図１０】第３の実施例の作用を示すカセット装填フレームの背面図
【図１１】第４の実施例で搬送路フレームを開いたカセット装填フレームの斜視図
【図１２】第４の実施例の要部斜視図
【図１３】カセット装填フレームの他の例を示す斜視図
【図１４】従来装置の内部構造を示す側面図
【図１５】カセットを引出した状態を示す従来装置の側面図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明による媒体処理装置の実施例を説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１は実施例の内部構造を示す側面図で、ここでは紙幣入出金機を例にして、紙幣収納
カセットを装置から引出した状態を示している。図において１は上部ユニットで、この上
部ユニット１には接客部３１、鑑別部３２、一時保留部３３、搬送路３４ａ、３４ｂ、３
４ｃ、３４ｄ、３４ｅ、搬送路３が設けられている。
【００２２】
　２は下部ユニットで、この下部ユニット２には搬送路３と、上面を開口したカセット装
填フレーム４、このカセット装填フレーム４内に装置手前側から奥側に向かって１列に並
ぶようにセットされた紙幣収納カセット（媒体収納カセット）５～８及び媒体収納カセッ
ト９が含まれ、振分け手段を有する搬送路（振分け搬送路）３は上面を開口した箱状の搬
送路フレーム３６内に収納配置されていて、この搬送路フレーム３６はカセット装填フレ
ーム４に開閉可能に取付けられているが、それについてはあとで説明する。
【００２３】
　カセット装填フレーム４の底部には装置側の図示しないスライドレールに係合したスラ
イドレールが設けられ、この両スライドレールによりカセット装填フレーム４、カセット
５～９及び搬送路フレーム３６を含む下部ユニット２は装置の前方側に引出したり、装置
内に押込んだりできるようになっている。
【００２４】
　尚、上記接客部３１、鑑別部３２、一時保留部３３、搬送路３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、
３４ｄ、３４ｅ、搬送路３、紙幣収納カセット５～８及び媒体収納カセット９は、図１４
、図１５に示した従来ものと同じ構成要素である。



(6) JP 5434538 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【００２５】
　図２～図６は第１の実施例を示す図で、図２は搬送路フレーム３６を開いたときのカセ
ット装填フレーム４の斜視図、図３は搬送路フレーム３６を閉じたときのカセット装填フ
レーム４の斜視図、図４は搬送路フレーム３６を開いたときの紙幣収納カセット６の要部
斜視図、図５は搬送路フレーム３６を閉じたときの要部背面図、図６は図５のＸ－Ｘ線断
面図である。
【００２６】
　図２及び図３に示したようにカセット装填フレーム４は、カセット操作側となる一側の
側面板４ａの高さｈをカセット５～９の高さの半分以下、好ましくは３分の１程度の高さ
とし、カセット操作側と反対側となる他側の側面板４ｂの高さをカセット５～９の高さと
同程度の高さとして、前面板４ｃと後面板４ｄとの間に各カセット収納位置を仕切る複数
枚の下部仕切り板２１～２４をカセット装填フレーム４の下部に設けたものとなっており
、この下部仕切り板２１～２４は側面板４ａの高さと同程度の高さを有し、カセット５～
９の前後方向の寸法の間隔で配置されている。
【００２７】
　搬送路フレーム３６は、図２に示したようにカセット装填フレーム４の側面板４ｂの上
端部に支点３１、３２を中心に回転して開閉するように取付けられている。この搬送路フ
レーム３６の下面側に紙幣搬送方向と直行する方向の紙幣幅より長いガイド孔１０～１５
が平行に設けられ、各ガイド孔１０～１５に図６に示す搬送路３の各紙幣受渡部（受渡ガ
イド）３７ａがカセット側に露出するように設けられていて、この紙幣受渡部３７ａに対
応する紙幣受渡部３７ｂが各カセット５～９の上面に搬送路フレーム３６側に露出するよ
うに設けられている。また、搬送路フレーム３６の上面側には搬送路３４ｂ、３４ｃの紙
幣受渡部に対応したガイド孔１６、１７が設けられていて、このガイド孔１６、１７にも
紙幣受渡部３７ａと同様の紙幣受渡部が設けられている。
【００２８】
　また、搬送路フレーム３６の下面には図４及び図５に示したように例えばガイド孔１１
の近傍つまり紙幣受渡部３７ａの近傍に位置するように位置決めピン（位置決め手段）４
３、４４が所定の間隔で設けられており、この位置決めピン４３、４４に対応する位置決
め孔（位置決め手段）４１，４２が紙幣収納カセット６の上面側に設けられている。つま
り位置決めピン４３、４４と位置決め孔（位置決め手段）４１，４２は搬送路フレーム３
６と紙幣収納カセット６の互いの対向面に設けられている。
【００２９】
　ここで位置決めピン４３、４４の先端は円錐形に設けられ、搬送路フレーム３６の回転
支点から遠いほうの位置決めピン４３に対応する位置決め孔４１は、位置決めピン４３の
径より若干大きい径で、孔の入り口はテーパ状に広げられており、更に、搬送路フレーム
３６の回転支点に近いほうの位置決めピン４４に対応する位置決め孔４１は、支点３１、
３２を中心に搬送路フレーム３６を回転させて開閉したとき位置決めピン４４の動作軌跡
を許容できるような長孔で左右をテーパ状に広げた形状に形成されている。
【００３０】
　尚、図示していないが搬送路フレーム３６のガイド孔１０、１２～１５の近傍つまり紙
幣受渡部３７ａの近傍にも同様に位置するように位置決めピン４３、４４が所定の間隔で
設けられており、同様にこの位置決めピン４３、４４に対応する位置決め孔４１，４２が
紙幣収納カセット５、７、８及び媒体収納カセット９に設けられている。
【００３１】
　上述した構成による第１の実施例の作用について説明する。図７は第１の実施例の作用
を示す斜視図で、カセット装填フレーム４に各カセット５～９を装填する場合、図示した
ように支点３１、３２を中心に搬送路フレーム３６を回転させて開き、例えば紙幣収納カ
セット６を持ち上げてカセット装填フレーム４の下部仕切り板２１、２２間に下ろす。こ
のときカセット装填フレーム４のカセット操作側の側面板４ａの高さｈは各カセット５～
９の高さの半分以下、例えばカセット５～９の３分の１程度の高さとしてあるので、紙幣
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収納カセット６を持ち上げてカセット装填フレーム４の下部仕切り板２１、２２間に下ろ
して装填する操作を容易に行うことができる。また、紙幣収納カセット６を持ち上げてカ
セット装填フレーム４から取出す場合も、側面板４ａの高さｈが低いので、取出し操作を
容易に行うことができる。その他のカセット５，７～９についても同様にカセット装填フ
レーム４に装填、取出しを行うことが可能である。
【００３２】
　カセット装填フレーム４に各カセット５～９を装填した後、図３に示したように支点３
１、３２を中心に搬送路フレーム３６を回転させて閉じると、図５及び図６に示したよう
に、搬送路フレーム３６の位置決めピン４３、４４が紙幣収納カセット６の位置決め孔４
１，４２に嵌合する。その際、紙幣収納カセット６が矢印アで示した左右方向、及び矢印
イで示した前後方向にずれていても、位置決めピン４３、４４の先端が円錐形になってい
ること及び位置決め孔４１，４２の入り口はテーパ状に広げられていることから、カセッ
ト装填フレーム４内でのずれ分が吸収され、そして位置決めピン４３、４４と位置決め孔
４１，４２は搬送路３の紙幣受渡部３７ａと各カセット５～９の紙幣受渡部３７ｂの近傍
に設けられているので、位置決めピン４３、４４が位置決め孔４１，４２に嵌合すること
で互いの紙幣受渡部３７ａと３７ｂを精度よく位置決めすることができる。
【００３３】
　このようにした後、下部ユニット２を装置内に押込むことで搬送路フレーム３６、カセ
ット装填フレーム４、紙幣収納カセット５～８及び媒体収納カセット９が装置に装着され
、搬送路フレーム３６のガイド孔１６、１７に設けられている紙幣受渡部と搬送路３４ｂ
、３４ｃの紙幣受渡部が接続される。
【００３４】
　この状態で紙幣の入金処理と出金処理が従来と同様に行われるが、搬送路３の紙幣受渡
部３７ａと各カセット５～９の紙幣受渡部３７ｂがそれぞれ精度よく位置決めされている
ので、この部分でのジャムの発生を防止することができる。
【００３５】
　以上説明したように、第１の実施例では、カセット装填フレームのカセット操作側の側
面板の高さを低くし、また搬送路の紙幣受渡部と各カセットの紙幣受渡部の位置決めを行
う位置決め手段を各カセットと搬送路フレームの対向面に設けているため、カセット装填
フレームに対するカセットの装填、取り出しの操作性がよく、かつ搬送路の紙幣受渡部と
カセットの紙幣受渡部を精度よく位置決めすることができる媒体処理装置が得られ、また
構成も簡単であることから安価に実現できるという効果が得られる。
【実施例２】
【００３６】
　図８は第２の実施例を示す図で、搬送路フレーム３６を開いたときのカセット装填フレ
ーム４の斜視図である。この第２の実施例は、カセット装填フレーム４内に設ける下部仕
切り板２１～２４の左右の高さを異ならせたもので、具体的にはカセット装填フレーム４
の側面板４ｂ側の下部仕切り板２１～２４の高さをカセット装填フレーム４のカセット操
作側の側面板４ａ側の高さより高くして直角三角形状のガイド部２１ａ～２４ａを形成し
たものとなっている。
【００３７】
　このほかの構造は第１の実施例と同様であり、図示はしていないが各ガイド孔１０～１
５に図６に示す搬送路３の各紙幣受渡部（受渡ガイド）３７ａが設けられていて、この紙
幣受渡部３７ａに対応する紙幣受渡部３７ｂが各カセット５～９の上面側に設けられてい
る。また、搬送路フレーム３６の上面側には搬送路３４ｂ、３４ｃの紙幣受渡部に対応し
たガイド孔１６、１７が設けられていて、このガイド孔１６、１７にも紙幣受渡部３７ａ
と同様の紙幣受渡部が設けられている。
【００３８】
　また、搬送路フレーム３６の下面には図４及び図５に示したように例えばガイド孔１１
の近傍つまり紙幣受渡部３７ａの近傍に位置するように位置決めピン４３、４４が所定の
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間隔で設けられており、この位置決めピン４３、４４に対応する位置決め孔４１，４２が
紙幣収納カセット６に設けられていることも第１の実施例と同様である。
【００３９】
　このようにした第２の実施例では、カセット装填フレーム４に各カセット５～９を装填
する際、各カセット５～９を個々にカセット装填フレーム４の側面板４ａの高さまで持ち
上げ、そのまま側面板４ｂ側に押込むと、カセット５～９はそれぞれ下部仕切り板２１～
２４のガイド部２１ａ～２４ａにより位置が規制されつつガイドされるため、カセット５
～９をそれぞれ装填すべき位置に収めることができ、またカセット５～９をカセット装填
フレーム４から取出す際も、各カセット５～９の下端がガイド部２１ａ～２４ａにより位
置が規制されるので、取出すカセットが隣のカセットに当たって損傷するのを防ぐことが
できる。
【００４０】
　尚、この実施例においても搬送路フレーム３６を回転させて閉じると、搬送路フレーム
３６の位置決めピン４３、４４がカセット５～９の位置決め孔４１，４２に嵌合して位置
決めされることは無論である。
【００４１】
　以上説明した第２の実施例では、第１の実施例と同様の効果が得られる他、下部仕切り
板に形成したガイド部により、カセット装填フレームにカセットを装填する際、及びカセ
ットをカセット装填フレーム４から取出す際の位置規制とガイドを行うようにしているた
め、各カセットの装填時、取出し時の操作性をより向上させることができるという効果が
得られる。
【実施例３】
【００４２】
　図９は第３の実施例を示す図で、搬送路フレーム３６を開いたときのカセット装填フレ
ーム４の斜視図であり、図１０は第３の実施例の作用を示す搬送路フレーム３６とカセッ
ト装填フレーム４の背面図である。この第３の実施例は、搬送路フレーム３６の下面にカ
セット装填フレーム４内に設けられた下部仕切り板２１～２４と対応するように上部仕切
り板８１～８４を設けたもので、各上部仕切り板８１～８４はほぼ直角三角等の形状に形
成されていて、先端（下端）に突起８１ａ～８４ａを有し、この突起８１ａ～８４ａが逃
げる逃げ孔８５～８８がカセット装填フレーム４の側面板４ｂに設けられている。
【００４３】
　このほかの構造は第２の実施例と同様であり、この第３の実施例においても、図示はし
ていないが各ガイド孔１０～１５に図６に示す搬送路３の各紙幣受渡部（受渡ガイド）３
７ａが設けられていて、この紙幣受渡部３７ａに対応する紙幣受渡部３７ｂが各カセット
５～９の上面側に設けられている。また、搬送路フレーム３６の上面側には搬送路３４ｂ
、３４ｃの紙幣受渡部に対応したガイド孔１６、１７が設けられていて、このガイド孔１
６、１７にも紙幣受渡部３７ａと同様の紙幣受渡部が設けられている。
【００４４】
　また、搬送路フレーム３６の下面には図４及び図５に示したように例えばガイド孔１１
の近傍つまり紙幣受渡部３７ａの近傍に位置するように位置決めピン４３、４４が所定の
間隔で設けられており、この位置決めピン４３、４４に対応する位置決め孔４１，４２が
紙幣収納カセット６に設けられていることも第１、第２の実施例と同様である。
【００４５】
　このようにした第３の実施例では、第２の実施例と同様にカセット装填フレーム４に各
カセット５～９を装填した後、支点３１，３２を中心に搬送路フレーム３６を回転させて
閉じると、搬送路フレーム３６の位置決めピンがカセット５～９の位置決め孔４１，４２
に嵌合して位置決めされるが、その際、図１０（ａ）、（ｂ）に示したように搬送路フレ
ーム３６が閉じるに従って上部仕切り板８１～８４がカセット５～９の上部を規制するよ
うに働くため位置決めピンを位置決め孔４１，４２にスムーズに嵌合させることが可能に
なる。搬送路フレーム３６が閉じた状態では、各上部仕切り板８１～８４の突起８１ａ～
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８４ａがカセット装填フレーム４の側面板４ｃに設けられた逃げ孔８５～８８に入り込み
、外部振動等による搬送路フレーム３６の振れが抑えられる。
【００４６】
　以上説明した第３の実施例では、第２の実施例と同様の効果が得られる他、搬送路フレ
ームに上部仕切り板を設けて、搬送路フレームが閉じる際に上部仕切り板がカセットの上
部を規制するようにしているため、位置決めピンを位置決め孔にスムーズに嵌合させるこ
とが可能になり、結果として搬送路の紙幣受渡部とカセットの紙幣受渡部の精度よい位置
決めを安定して行うことが可能になるという効果が得られる。
【実施例４】
【００４７】
　図１１は第４の実施例を示す図で、搬送路フレーム３６を開いたときのカセット装填フ
レーム４の斜視図であり、図１２は第４の実施例の要部斜視図である。この第４の実施例
は、図１１に示したようにカセット装填フレーム４をカセット操作側と反対側となる側面
板４ｂにカセット５～９の前後方向の寸法の間隔で仕切り板９２～９７を設けた構成とし
、この側面板４ｂの上端部に搬送路フレーム３６を支点３１、３２を中心に回転して開閉
するように取付けたものとなっている。
【００４８】
　この第４の実施例では、各仕切り板９２と９３の間、仕切り板９３と９４の間、・・・
仕切り板９６と９７の間に各カセット５～９の上部をそれぞれ挿入することで、各カセッ
ト５～９を装填するが、各カセット５～９を吊り下げるために各仕切り板９２～９７の両
面に所定の長さの凸部９８を設け、各カセット５～９の前後の面に凸部９８とスライド可
能に嵌合する溝部９９を設けている。
【００４９】
　また、各カセット５～９の上面と搬送路フレーム３６の下面には互いに嵌合するジャッ
クインコネクタの形式の電気接点９０，９１が設けられており、更にカセット装填フレー
ム４の側面板のカセット装着面と反対側の面に、カセット装填フレーム４、カセット５～
９及び搬送路フレーム３６を含む下部ユニット２は装置の前方側に引出したり、装置内に
押込んだりするためのスライドレール１１０が設けられていて、このスライドレール１１
０は装置側の図示しないスライドレールに係合している。
【００５０】
　この他の構造は第１、第２の実施例と同様であり、この第４の実施例においても図示は
していないが各ガイド孔１０～１５に図６に示す搬送路３の各紙幣受渡部（受渡ガイド）
３７ａが設けられていて、この紙幣受渡部３７ａに対応する紙幣受渡部３７ｂが各カセッ
ト５～９の上面側に設けられている。また、搬送路フレーム３６の上面側には搬送路３４
ｂ、３４ｃの紙幣受渡部に対応したガイド孔１６、１７が設けられていて、このガイド孔
１６、１７にも紙幣受渡部３７ａと同様の紙幣受渡部が設けられている。
【００５１】
　また、搬送路フレーム３６の下面には図４及び図５に示したように例えばガイド孔１１
の近傍つまり紙幣受渡部３７ａの近傍に位置するように位置決めピン４３、４４が所定の
間隔で設けられており、この位置決めピン４３、４４に対応する位置決め孔４１、４２が
紙幣収納カセット６に設けられていることも第１、第２の実施例と同様である。
【００５２】
　このようにした第４の実施例では、各カセット５～９を少し持ち上げて各仕切り板９２
～９７の凸部９８に各カセット５～９の溝部９９を嵌合させ、各カセット５～９をカセッ
ト装填フレーム４の側面板４ｂに押込むことで仕切り板９２～９７間に各カセット５～９
を装填した後、支点３１，３２を中心に搬送路フレーム３６を回転させて閉じると、搬送
路フレーム３６の位置決めピンがカセット５～９の位置決め孔４１，４２に嵌合して位置
決めされる。その際、各カセット５～９の上面に設けられた電気接点９０と，搬送路フレ
ーム３６の下面に設けられた電気接点９１が嵌合して接続されるため、カセット装填フレ
ーム４、カセット５～９及び搬送路フレーム３６を含む下部ユニット２を装置内に押込ん
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だとき、例えば搬送路フレーム３６側の電気接点９１が装置の電源に接続されることで、
各カセット５～９側に設けられている紙幣の繰出し手段や収納手段の駆動用電力を供給す
ることが可能となる。
【００５３】
　各カセット５～９をカセット装填フレーム４から取外す場合は、搬送路フレーム３６を
開いて各カセット５～９を手前に引出せば容易に取外すことができる。
【００５４】
　尚、この第４の実施例では、カセット装填フレーム４をカセット操作側と反対側となる
側面板４ｂのみで構成するものとしたが、図１３に示した構造としてもよい。図１３はカ
セット装填フレーム４の他の例を示す斜視図で、この側面板４ｂと底板４ｅによりカセッ
ト装填フレーム４を構成している。
【００５５】
　このように底板４ｅを設けることで各カセット５～９を装填する際、各カセット５～９
を底板４ｅに載せて各仕切り板９２～９７の凸部９８に各カセット５～９の溝部９９を嵌
合させた後、各カセット５～９をカセット装填フレーム４の側面板４ｂに押込むことで仕
切り板９２～９７間に各カセット５～９を容易に装填することが可能となる。
【００５６】
　また、第４の実施例では、各カセット５～９の上面と搬送路フレーム３６の下面には互
いに嵌合するジャックインコネクタの形式の電気接点９０，９１を設けるものとしたが、
図１２に示したように電気接点９１を各仕切り板９２～９７間に位置するようにカセット
装填フレーム４の側面板４ｂに設け、この側面板４ｂと対向する各カセット５～９の側面
に電気接点９０を設けることで、カセット装填フレーム４に各カセット５～９を装填した
とき電気接点９０と９１が嵌合して接続されるようにすることができる。
【００５７】
　更に、図１２に示したようにカセット装填フレーム４の側面板のカセット装着面と反対
側の面に、カセット装填フレーム４、カセット５～９及び搬送路フレーム３６を含む下部
ユニット２は装置の前方側に引出したり、装置内に押込んだりするためのスライドレール
１１０を上下２段に設けることで、装置からの引出し、押込みの操作性も安定させること
ができる。
【００５８】
　以上説明したように第４の実施例では、カセット装填フレームを少なくとも１つの側面
板に各カセットの前後方向の寸法の間隔で仕切り板を設けた構成とし、そして各仕切り板
に所定の長さの凸部を設けると共に、各カセットの前後の面に前記凸部とスライド可能に
嵌合する溝部を設け、この凸部と溝部を嵌合わせて各カセットをカセット装填フレームの
側面板側に押込んだり、引出したりすることで、各カセットの装填、取出しを行えるよう
にしているため、各カセットの装填、取出し時には各カセットを少し持ち上げるだけです
み、操作性がより優れたものになるという効果が得られる。
【００５９】
　無論、この第４の実施例においても、搬送路の紙幣受渡部と各カセットの紙幣受渡部の
近傍に互いに嵌合する位置決め手段を設けているため、第１～第３の実施例と同様に搬送
路の紙幣受渡部とカセットの紙幣受渡部を精度よく位置決めすることができる。
【００６０】
　尚、上述した各実施例では、搬送路の紙幣受渡部と各カセットの紙幣受渡部を位置決め
する位置決めピン４３、４４を搬送路フレーム３６に設け、この位置決めピン４３、４４
に対応する位置決め孔４１，４２をカセット５～９に設けるものとしたが、位置決めピン
４３、４４をカセット５～９に設け、位置決め孔４１，４２を搬送路フレーム３６に設け
るものとしてもよい。
【００６１】
　また、位置決めピンと位置決め孔は複数設ける必要はなく、長方形の１つの位置決めピ
ンと長方形の１つの位置決め孔を位置決め手段とすることも可能であり、更に位置決めピ
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である。
【００６２】
　更に、上述した第１～第３の実施例においても、第４の実施例と同様に電気接点９０、
９１を設けるものとする。
【００６３】
　更にまた、上述した各実施例は紙幣入出金機を一例にして説明したが、複数の媒体収納
カセットと搬送路を備える媒体処理装置であれば、各種の装置に適用可能である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　上部ユニット
　２　　下部ユニット
　３　　搬送路
　４　　カセット装填フレーム
　５～８　紙幣収納カセット
　９　　媒体収納カセット
　１０～１７　ガイド孔
　２１～２４　下部仕切り板
　２１ａ～２４ａ　ガイド部　
　３１、３２　支点
　３６　搬送路フレーム
　３７ａ、３７ｂ　紙幣受渡部
　４１、４２　位置決め孔　
　４３、４４　位置決めピン
　８１～８４　上部仕切り板
　９０、９１　電気接点
　９２～９７　仕切り板
　９８　凸部
　９９　溝部
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